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町田市内では、サギの電話に腑されてお金をとられる高齢者が続出し

ています。

高齢者を守るために、是非、地域の皆様のお力をお貸し下さい !

① AttM利 用 者 の 方 へ !

高齢者が携帯電話で通話 しながらA tt M

を操作 していたら、それは還付金詐欺被害者

かもしれません。

そのような力を見かけたら

f詐機に編

などと声を掛け

11口 番
をお願い致します。

犯人グループは、

ます。そのため、

② 電話番号の変更をお勧めします !

お子様の名簿等から住所、電話番号を入手 してい

がサギの電話を防止するには非常に効果的です。

電話番号の変更方法については

N丁 丁東 日本
「 116」 又は「 0120-116-○ OO」

※午前9時～午後5時 (土日・祝日も営業 (年末年始を除<))

KDDI 「0077-777」 又は「 0120-22-0077」
※午前9時～午後 80寺 (年中無休)

にお問い合せ下さい。

また、日豊畳霊置 に設定し電話に出ないことや、壼壼饉止豊饉饉里鵬盤に

既存の電話機を替えることも有効です。

リ



外出時、夜間には必ず J菫菫をしましょう !

窓に脚 フィJLA、 J題国星をつけましょう!

・ 長期間不在にする場合は、ヨ亜整生」趣壁rぉきまレょう !

・ バッグ等は
―

に持ちシ∃ルダーバッグは
たすき掛けにしましょう !

・ 自転車の前カゴ等には

やネツトを装着しましょう!

町田市内で、空き巣、ひった<りなどの盗難被害が多発しています。

みなさんのご家族や知り合いで 『家を出たまま音信が無い』、『旅行に行つたきり消息を
絶つている』、『何らかの犯罪に巻き込まれているおそれがある』 などの理由で行方不明に
なられている方がいらっしゃぃましたら、この機会に是非ご相談<ださい。

※ 特別捜査官・ 警察行政職員の採用情報については、警視庁採用センター (0120-314-372)又 は
警視庁代表 (03-3581-4321)ま でお問合せ下さい。

【日 1き】
【場所①】

【場所②】

【間含せ】

令和元年 9月 1日 (日 )～ 9月 30日 (月 )(午前 9時から午後4時まで)

巣鴨とげぬき地蔵尊高岩寺会館 (豊島区巣鴨 3丁目36番 1号 )

最寄り駅 」R「巣鴨駅」、都営地下鉄三田線「巣鴨駅」
警視庁本部 1階鑑識課身元不明相談室 (千代田区霞が関2丁目 1番 1号 )

最寄り駅 東京メト□「霞ヶ関駅」、「桜田門駅」
警視庁刑事部鑑識課身元不明相談室 丁EL 03-3592-2440
警視庁生活安全部生活安全総務課生活安全相談センター行方不明相談係

丁 EL 03-3532-0098

試験回・類別 第 1次 第2次 申込受付期F85

男

性

第

２

回

Ⅲ類

9月 8日

(日 )

9月 28日 (土 )

郵送

7月 26日 (金)～
8月 5日 (月 )

インターネット

7月 26日 (金)午前 10時 0分～

8月 5日 (月 )午前 10時 0分

女

性

第

２

回

Ⅲ類 9月 29日 (日 )



令和元年6月 2日 (日 )午前5時頃、町田市内の市道において、

飲酒運転の普通乗用車が荷物搬入中の男性 (60代)に衝突し、亡<
なる交通死亡事故が発生しました。

飲酒運転は犯罪です !酒酔い及び酒気帯びでの運転は厳し<罰せ

られます。飲酒運転による悲惨な事故を防ぐためにも、飲んだら乗ら

ないの徹底をお願いします !

鍵源豪彗ま菖覇凛緊魂彗難壁超勇理鍵薫讐言:醐曇髪影卜ご参加<だれヽ建難:

【日時】   令和元年9月 12日 (木)午前9時 10分から午後0時 30分まで

餞q無…鶴轟雛軸
器
器

【場所】   町田ドライウ
゛
ィンク

゛
スクJレ (町田市南大谷1-55)

【内容】   交通安全講話、運転適性検査、運転実習等

【申込み】  イベントダイヤル (724-5656)へ お電話にてお申込み<ださい

【申込期間】 令和元年8月 16日 (金)正午から9月 1日 (日 )まで

【Po5合せ】  町田市防災安全部市民生活安全課 丁EL 042-724-4003

もうすぐ夏休みです。様々な誘惑の多いこの B寺期、ご家庭で子供達に下記の防犯対策を繰り返 し

教えて<ださい。

・ 矢Eらない人に絶対について行かない。

・ 出掛けるB寺は、家の人に「誰とどこで遊ぶか、同時頃帰つて来るか」を必ず言つて出掛ける。

防

`Bブ

ザーやホイッスルを使つて助けを求める。
・ 何かあつたときは交番やコンピニエンスストア等に逃げ込む。
・ 外での一人遊びは絶対にさせない。
・ スマートフォンの使い方やインストールしている

アプリ等をよ<確認する。



新しい詐欺の封書 従来の詐欺のハガキ

記載されている電話番号に、組五五EEを掛けないて下さい :

・

―

=‐

時

“

歯由

"“

●.

― =藝

:

暮護1観篭 鷺 鵠 轟 畠 ‐ 4

締  摯由,||●コ‖腱,|||

総合消費料金未納分訴識最終通知書

管理 番 号 (い)141

この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約
会社及び、運営会社力も、訴総申じ継 れたことを本状に
て通知いたします。

下記に設けられた、裁判取り下げ最終期轟までにご違義無き
場合、管轄裁判所から裁判目種を決定する諄出状が発行さ
れ、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され、
執行富立会いのもと、貴方の給与、財壼の議し押さえなどの

恐れがございますので、十分ご注意くださし、

民事訴訟及び、裁判取り下げなどのご相談に関しましては当
センターにて承つておりますので、下記憲ロヘお問い合わせ
ください。

尚、個人情報保霞の為、ご本人機からご連絡頂きますよう
お願い申し上げます。

盤轟税認」夕蚤由1警月B日

東京都千代

消費者相談意

受付時間 9:00～ 18100(日・祝を除く)

被告件数      60件
被書額 約 1億 2250万 円

(手国内訳)

オレオレ詐欺    30件
架空請求酢欺     5件
還付金詐欺     21件
特殊昨欺関連     4件

(R元/7/1現在時)

町田市内の特殊詐欺被害は、昨年を上回る被害件

数・被害額となることが見込まれ危機的な状況にあ

ります。最近被害が発生した手□は

・ 町田市役所を名乗ったA ttM詐欺

・ オレオレ酢欺のキャッシュカード手渡し型

・ 「ハガキ」「封書」によるウソの裁判の請求詐欺

本紙は、町田新間販売同業組合 (部 を除<)の協力を得て、皆様にお届けしています。(裏面 も ご 覧 <だ さ い )


